
船舶インシデント調査報告書 

令和２年９月１６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（機関故障） 

発生日時 令和２年３月２２日 １４時００分ごろ 

発生場所 徳島県阿南市 橘
たちばな

港 

 橘港電発揚炭桟橋沖Ｃ灯標から真方位３４１°１００ｍ付近 

 （概位 北緯３３°５１.４′ 東経１３４°３９.７′） 

インシデントの概要  プレジャーボートMASAKI
マ サ キ

は、錨泊中、船外機が始動できなくなり、

運航不能となった。 

インシデント調査の経過 令和２年３月２４日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート MASAKI、５トン未満（長さ６.１５ｍ） 

 ２８０－３３５９６徳島、個人所有 

ガソリン機関、船外機、２サイクル、出力８４.６kＷ、回転数毎分

５,５００、４気筒、ボア９０mm、使用燃料ガソリン、進水平成７

年８月 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南南西、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 インシデントの経過 本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者１人を乗せ、釣り場で錨泊

した後、帰港する際、セルモータが回らず、船外機を始動することが

できなかった。 

船長は、船外機内部の点検を行い、ヒューズの交換等を行ったが原

因が分からず、自力航行ができないと判断して１１８番通報を行い、

来援した海上保安庁所属船艇によりえい
．．

航されて出航地に戻った。 

本船は、機関整備会社が点検し、バッテリの接続端子が接触不良を

起こし、船外機への始動電力を供給できなかったことが判明し、船長

は、船体の動揺等によりバッテリに接続されている電力供給ケーブル

が移動して端子の接続が緩んだものと思った。 

分析 本船は、船外機のバッテリの接続端子が適切に固定されていなかっ

た状態で錨泊中、同接続端子が接触不良を起こしたことから、船外機

への電力供給が途絶え、船外機の始動ができなくなって運航不能とな

ったものと推定される。 

原因  本インシデントは、本船が、船外機のバッテリの接続端子が適切に

固定されていなかった状態で錨泊中、同接続端子が接触不良を起こし

たため、船外機への電力供給が途絶え、船外機の始動ができなくなっ



たことにより発生したものと推定される。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・定期的にバッテリの接続端子の点検を行い、船外機の始動電源ケ

ーブル等が船体動揺により移動しないように適切に固定するこ

と。 

 


